
日 月 火 水 木 金 土

① 2 3

視覚障害 肢体不自由

てんかん 聴覚障害

4 5 6 7 8 9 10

視覚障害 視覚障害 肢体不自由 肢体不自由

中途失聴∙難聴 生活・法律 てんかん 聴覚障害

11 ⑫ 13 14 15 16 17

知的障害 喉頭摘出 視覚障害 視覚障害 肢体不自由

中途失聴∙難聴 てんかん 聴覚障害

18 19 20 21 22 23 24

視覚障害 視覚障害 肢体不自由 肢体不自由児

中途失聴∙難聴 生活・法律 てんかん 聴覚障害

25 26 27 28 29 30 31

吃音 知的障害 喉頭摘出 視覚障害 精神(本人） 自閉症

中途失聴∙難聴 精神(家族） 肝臓

＜ご紹介＞
会館では、視覚障害者への「文字サービス」を行って
います。
○視覚障害者手帳をお持ちの都内在住・在勤の方
○日常生活上の文書類
①対面点訳、②対面訳、③対面朗読
詳しくは相談担当へ

〒108-0014　港区芝五丁目１８番２号
東京都障害者福祉会館

相談担当　竹下
電　話　　０３（３４５５）６３２１
ＦＡＸ 　  ０３（３４５３）６５５０

相談日程表1月

令和8年1月9日

福祉相談　　日程のお知らせ
東京都障害者福祉会館では、同じ障害をもつ相談員が生活上の

悩みを聞く「ピアカウンセリング」等を行っています。ご活用ください。

福祉相談（来館・電話）は、１３時３０分から１６時３０分まで

　  てんかん・精神障害・自閉症・肝臓障害に関する相談及び生活・法律相談は
事前予約が必要です。知的障害・肢体不自由（児）に関する相談員は 家族（親）
です。また、生活・法律相談の相談員は弁護士です。



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

視覚障害 視覚障害 肢体不自由

中途失聴∙難聴 てんかん 聴覚障害

8 9 10 ⑪ 12 13 14

知的障害 喉頭摘出 視覚障害 視覚障害 肢体不自由 肢体不自由

中途失聴∙難聴 生活・法律 てんかん 聴覚障害

15 16 17 18 19 20 21

視覚障害 視覚障害 肢体不自由

中途失聴∙難聴 てんかん 聴覚障害

22 ㉓ 24 25 26 27 28

吃音 知的障害 喉頭摘出 視覚障害 視覚障害 肢体不自由 肢体不自由児

中途失聴∙難聴 生活・法律 てんかん 聴覚障害

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

視覚障害 視覚障害 肢体不自由

中途失聴∙難聴 てんかん 聴覚障害

8 9 10 11 12 13 14

知的障害 喉頭摘出 視覚障害 視覚障害 肢体不自由 肢体不自由

中途失聴∙難聴 生活・法律 てんかん 聴覚障害

15 16 17 18 19 ⑳ 21

視覚障害 視覚障害 肢体不自由

中途失聴∙難聴 てんかん 聴覚障害

22 23 24 25 26 27 28

吃音 知的障害 喉頭摘出 視覚障害 視覚障害 肢体不自由 肢体不自由児

中途失聴∙難聴 生活・法律 てんかん 聴覚障害

29 30 31

精神(本人） 自閉症

精神(家族） 肝臓

 網掛けは予約が必要です。

 網掛けは、休室日です。

相談日程表2月

相談日程表3月


